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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　履物を履いた被験者の歩行時に前記被験者の下肢に固定されたセンサによって測定され
た加速度及び角速度のうち少なくとも一方の時系列データを記憶する記憶部と、
　前記時系列データから、前記被験者の歩行に関する特徴量を算出し、前記特徴量に基づ
いて、前記被験者と前記履物との間の適合度を判定するプロセッサと、
　を備える判定装置。
【請求項２】
　前記プロセッサが、前記時系列データから前記被験者の歩行時における蹴り出し及び着
地を検出し、前記時系列データのうち、前記被験者の１歩に相当する前記蹴り出しから前
記着地までの期間における部分時系列データに基づいて前記特徴量を算出する、
　請求項１に記載の判定装置。
【請求項３】
　前記プロセッサが、前記期間において、前記蹴り出した時における前記センサによる測
定値と、前記センサによる最小の測定値との差に基づいて前記特徴量を算出する、
　請求項２に記載の判定装置。
【請求項４】
　前記プロセッサが、前記期間において、前記蹴り出しから前記センサによる最小の測定
値と、所定の値との差に基づいて、前記特徴量を算出する、
　請求項２に記載の判定装置。
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【請求項５】
　前記時系列データは、前記被験者の左右方向に対応する加速度の時系列データである、
　請求項２乃至請求項４のいずれかに記載の判定装置。
【請求項６】
　前記時系列データは、前記被験者の歩行方向に対応する角速度の時系列データである、
　請求項２乃至請求項４のいずれかに記載の判定装置。
【請求項７】
　前記センサは、前記被験者の両足にそれぞれ固定され、
　前記プロセッサが、前記被験者の左足に固定されたセンサによって測定された時系列デ
ータから算出された前記特徴量と、前記被験者の右足に装着されたセンサによって測定さ
れた時系列データから算出された前記特徴量とに基づいて、前記被験者の歩行時における
左右バランスを判定する、
　請求項１乃至請求項６のいずれかに記載の判定装置。
【請求項８】
　前記センサは、前記被験者の足首又は前記履物に固定される、
　請求項１乃至請求項７のいずれかに記載の判定装置。
【請求項９】
　前記プロセッサが、前記特徴量の経時変化に基づいて前記適合度の経時変化を判定する
、
　請求項１乃至請求項８のいずれかに記載の判定装置。
【請求項１０】
　前記プロセッサが、前記時系列データに基づいて前記被験者の歩行時における歩幅を算
出し、前記算出された歩幅に基づいて前記適合度を判定する、
　請求項１乃至請求項９のいずれかに記載の判定装置。
【請求項１１】
　前記プロセッサが、前記時系列データに基づいて前記被験者の歩行時における歩行速度
を算出し、前記算出された歩行速度に基づいて前記適合度を判定する、
　請求項１乃至請求項１０のいずれかに記載の判定装置。
【請求項１２】
　前記プロセッサが、前記時系列データに基づいて前記被験者の歩行時における姿勢を判
定し、前記判定された姿勢に基づいて前記適合度を判定する、
　請求項１乃至請求項１１のいずれかに記載の判定装置。
【請求項１３】
　前記プロセッサが、前記判定された姿勢に基づいて前記被験者の歩行姿勢を、予め定義
された状態へ近づけるための改善点を分析する、
　請求項１２に記載の判定装置。
【請求項１４】
　前記プロセッサは、前記記憶部に記憶された前記時系列データのうち、前記被験者と前
記履物との組み合わせが同一であり、異なるタイミングで測定された時系列データに基づ
いて判定された各適合度から前記適合度の経時的な変化傾向を予測する予測関数を作成す
る、
　請求項１乃至請求項１３のいずれかに記載の判定装置。
【請求項１５】
　前記記憶部は、前記被験者が異なる履物を履いた場合にそれぞれ測定された時系列デー
タを記憶し、
　前記プロセッサは、最も高い適合度に対応する履物を選択する、
　請求項１乃至請求項１４のいずれかに記載の判定装置。
【請求項１６】
　前記プロセッサは、予め指定された前記被験者の履物の嗜好情報に基づいて前記選択を
行う、
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　請求項１５に記載の判定装置。
【請求項１７】
　履物を履いた被験者の歩行時に前記被験者の下肢に固定されたセンサによって測定され
た加速度及び角速度のうち少なくとも一方の時系列データを記憶部へ記憶することと、
　前記記憶部に記憶された前記時系列データから、前記被験者の歩行に関する特徴量を算
出することと、
　前記特徴量に基づいて前記被験者と前記履物との間の適合度を判定することと、
　前記適合度の判定結果に基づいて、前記被験者に推薦する履物を決定することと、
　を備える判定システム。
【請求項１８】
　コンピュータに、
　履物を履いた被験者の歩行時に前記被験者の下肢に固定されたセンサによって測定され
た加速度及び角速度のうち少なくとも一方の時系列データを記憶部へ記憶する機能、
　　前記記憶部に記憶された前記時系列データから、前記被験者の歩行に関する特徴量を
算出する機能、
　前記特徴量に基づいて前記被験者と前記履物との間の適合度を判定する機能、
　を実現させるための判定プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　実施形態は、判定装置、判定システム、及び判定プログラムに関し、特に被験者と履物
との適合度を判定する判定装置、判定システム、及び判定プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、ユーザが店舗で履物の購入を検討する方法としては、ユーザが履物を履いた状
態で足と履物との間の隙間の有無を手で触って確認したり、履物を履いて実際に歩行した
りすることが考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－１４７２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、このような方法はユーザ自身の感覚に頼る必要があり、購入する履物の候補が
複数ある場合における比較が困難であった。履物の適合度を判断するための客観的なデー
タを取得する方法としては、特許文献１のように履物の内部に圧力センサを内蔵して、歩
行時における履物の内部空間の圧力データを解析することが考えられる。しかし、このよ
うな場合には履物内部にセンサを内蔵する必要があり、履物に余計な構成を追加する必要
性が生じてしまう。
【０００５】
　本発明は、このような事情を鑑みてなされたものであり、履物そのものにセンサを組み
込むことなく、被験者と履物との適合度を判定することが可能な判定装置、判定システム
、及び判定プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態の判定装置は、記憶部と、プロセッサとを備える。記憶部は、履物を履いた被
験者の歩行時に被験者の下肢に固定されたセンサによって測定された加速度及び角速度の
うち少なくとも一方の時系列データを記憶する。プロセッサは、時系列データから、被験
者の歩行に関する特徴量を算出し、特徴量に基づいて、被験者と履物との間の適合度を判
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定する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第１実施形態に係る判定システムの使用例を示す図。
【図２】第１実施形態に係る判定システムに含まれる測定装置の構成例を示すブロック図
。
【図３】第１実施形態に係る判定システムに含まれる判定装置の構成例を示すブロック図
。
【図４】第１実施形態に係る判定システムに含まれる判定装置におけるプロセッサ及び記
憶部の詳細な構成例示すブロック図。
【図５】第１実施形態に係る判定システムにおける判定動作の一例を示すフローチャート
。
【図６】第１実施形態に係る判定システムにおいて測定される加速度の時系列データの一
例を示す波形図。
【図７】第１実施形態に係る判定システムにおいて測定される角速度の時系列データの一
例を示す波形図。
【図８】第１実施形態に係る判定システムにおける加速度の時系列データの解析方法の一
例を説明する波形図。
【図９】第１実施形態に係る判定システムにおける角速度の時系列データの解析方法の一
例を説明する波形図。
【図１０】第１実施形態における判定装置による判定結果の一例を示すテーブル。
【図１１】複数条件における加速度の時系列データの一例を示す波形図。
【図１２】複数条件における角速度の時系列データの一例を示す波形図。
【図１３】第２実施形態に係る判定システムにおける判定動作の一例を示すフローチャー
ト。
【図１４】第２実施形態における判定装置による判定結果の一例を示すテーブル。
【図１５】第３実施形態における判定装置におけるプロセッサ及び記憶部の詳細な構成例
を示すブロック図。
【図１６】第３実施形態に係る判定システムにおける判定動作の一例を示すフローチャー
ト。
【図１７】第３実施形態における判定装置による判定結果の一例を示すテーブル。
【図１８】第４実施形態に係る判定システムの使用例を示す図。
【図１９】第４実施形態に係る判定システムにおける学習動作の一例を示すフローチャー
ト。
【図２０】第４実施形態における判定装置による判定結果の一例を示すテーブル。
【図２１】第４実施形態に係る判定システムにおける予測動作の一例を示すフローチャー
ト。
【図２２】第４実施形態に係る判定システムの適用例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下に、実施形態について図面を参照して説明する。以下の説明に使用される図面は模
式的なものである。尚、以下の説明において、略同一の機能及び構成を有する構成要素に
ついては同一符号を付し、重複説明を避ける。参照符号を構成する数字の後の文字は、同
じ数字を含んだ参照符号によって参照され、且つ同様の構成を有する要素同士を区別する
ために用いられている。同じ数字を含んだ参照符号で示される要素を相互に区別する必要
がない場合、これらの要素は同じ数字のみを含んだ参照符号により参照される。
【０００９】
　［１］第１実施形態
　以下に、第１実施形態に係る判定システムについて説明する。
【００１０】
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　［１－１］構成
　［１－１－１］判定システムの構成
　図１は、第１実施形態に係る判定システムの使用例を示す図である。図１に示すように
第１実施形態に係る判定システムは、判定装置１０、並びに測定装置２０Ｌ及び２０Ｒを
含んでいる。
【００１１】
　判定装置１０は、例えばスマートフォン、タブレットＰＣ等の携帯型の端末であり、測
定装置２０から被験者ＵＲの歩行データを受信する。そして判定装置１０は、受信した歩
行データに基づいて、被験者ＵＲが履いている履物と被験者ＵＲとの間の適合度を判定す
る。判定システムの使用時に判定装置１０は、例えば被験者ＵＲによって保持及び操作さ
れる。判定システムの使用時における判定装置１０の配置及び操作者はこれに限定されず
、判定装置１０は、被験者ＵＲ以外の人物に保持及び操作されていても良いし、人物に保
持されていなくても良い。判定装置１０の構成については後述する。
【００１２】
　測定装置２０Ｌ及び２０Ｒは、加速度センサ２２及び角速度センサ２３を用いて、図１
に示すように互いに直交するＸ方向、Ｙ方向、及びＺ方向における加速度及び角速度を測
定し、送信することが可能なセンサ装置であり、例えば被験者ＵＲの左足及び右足の履物
にそれぞれ固定される。そして測定装置２０Ｌ及び２０Ｒは、加速度センサ２２及び角速
度センサ２３によって被験者ＵＲの歩行時における両足の加速度及び角速度を測定すると
、測定された両足の加速度及び角速度の時系列データを通信部２５が歩行データとして判
定装置１０に送信する。尚、判定システムの使用時における測定装置２０Ｌ及び２０Ｒの
固定箇所は、履物に限定されない。測定装置２０Ｌ及び２０Ｒは、被験者ＵＲの下肢、好
ましくは下肢端部に固定されていれば良く、例えば被験者ＵＲの左足首及び右足首にそれ
ぞれ固定されても良い。
【００１３】
　図２は、第１実施形態に係る判定システムに含まれる測定装置２０の構成例を示すブロ
ック図である。図２に示すように測定装置２０は、制御部２１、加速度センサ２２、角速
度センサ２３、記憶部２４、及び通信部２５を備えている。
【００１４】
　制御部２１は、測定装置２０全体の動作を制御する。加速度センサ２２は、具体的には
測定装置２０の固定箇所において生じる加速度を３軸成分の組で測定する。角速度センサ
２３は、具体的には測定装置２０の固定箇所において生じる角速度を３軸成分の組で測定
する。記憶部２４は、加速度センサ２２によって測定された加速度の時系列データと、角
速度センサ２３によって測定された角速度の時系列データとを一時的に記憶する。通信部
２５は、判定装置１０との通信を司り、記憶部２４に記憶された加速度及び角速度の時系
列データを歩行データとして判定装置１０に送信する。通信部２５と判定装置１０との間
の通信方式としては、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）が使用される。通信部２５
と判定装置１０との間の通信方式はこれに限定されず、その他の無線通信又は有線通信が
使用されても良い。
【００１５】
　［１－１－２］判定装置１０の構成
　次に、図３を用いて判定装置１０の構成例について説明する。図３は、第１実施形態に
係る判定システムに含まれる判定装置１０の構成例を示すブロック図である。図３に示す
ように判定装置１０は、プロセッサ１１、ＲＡＭ（Random Access Memory）１２、記憶部
１３、通信部１４、操作部１５、表示部１６、及びスピーカ１７を備えている。
【００１６】
　プロセッサ１１は、種々のプログラムに基づいた処理を実行し、判定装置１０全体の動
作を制御する。プロセッサ１１としては、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）や
ＭＰＵ（Micro Processing Unit）等が使用される。
【００１７】
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　ＲＡＭ１２は、プロセッサ１１の作業領域として使用されるメモリである。ＲＡＭ１２
としては、例えばＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）やＳＲＡＭ（Static Rando
m Access Memory）等の揮発性メモリが使用される。
【００１８】
　記憶部１３は、判定装置１０の制御用プログラムや、様々なデータを記憶することが可
能なメモリである。記憶部１３としては、例えばｅＭＭＣ（Embedded Multi Media Card
）（登録商標）やＳＳＤ（Solid State Drive）等の補助記憶媒体が使用される。第１実
施形態に係る判定システムに含まれる判定装置１０において記憶部１３は、判定プログラ
ム１３Ａ、被験者情報１３Ｂ、及び履物情報１３Ｃを記憶している。判定プログラム１３
Ａは、判定システムの判定動作に使用されるプログラムである。判定動作は、被験者ＵＲ
の歩行データに基づいて、被験者ＵＲと、被験者ＵＲが履いている履物との間の適合度を
判定する動作に相当する。被験者情報１３Ｂは、例えば被験者ＵＲの被験者ＩＤ、性別、
年齢、身長、体重、リファレンスデータ等の情報を含んでいる。リファレンスデータは、
被験者ＵＲ毎に予め用意され、判定動作において基準として使用されるデータである。履
物情報１３Ｃは、例えば履物の履物ＩＤ、製造会社、種類、サイズ、靴幅、ヒールの高さ
等の情報を含んでいる。
【００１９】
　通信部１４は、測定装置２０の通信部２５と同様の通信方式を使用可能であり、測定装
置２０との通信を司る。例えば通信部１４は、測定装置２０から送信された加速度及び角
速度の時系列データを受信する。そして通信部１４が受信した各種データは、プロセッサ
１１の制御に基づいて記憶部１３に記憶される。尚、通信部１４は、通信ネットワークと
の間で通信することが可能なモジュールをさらに備えていても良い。
【００２０】
　操作部１５は、例えばタッチパネルや操作ボタン等のユーザインタフェースを含んでい
る。例えば操作部１５は、当該ユーザインタフェースを介して被験者ＵＲによる操作を検
出し、当該操作の内容を示す信号をプロセッサ１１に出力する。
【００２１】
　表示部１６は、プロセッサ１１の制御に基づいて種々の情報を表示する。表示部１６と
しては、例えばＬＣＤ（Liquid Crystal Display）やＥＬ（Electroluminescence）ディ
スプレイ等が使用される。例えば表示部１６は、判定プログラム１３Ａに関連するＧＵＩ
（Graphical User Interface）を表示する。
【００２２】
　スピーカ１７は、プロセッサ１１の制御に基づいて種々の情報を音声で伝達する。例え
ばスピーカ１７は、判定動作における判定結果を被験者ＵＲに通知する際に使用される。
【００２３】
　以上で説明した判定装置１０においてプロセッサ１１は、記憶部１３に記憶された判定
プログラム１３ＡをＲＡＭ１２に展開して、当該プログラムを実行する。
【００２４】
　図４は、判定プログラム１３Ａが実行された場合におけるプロセッサ１１の機能構成の
一例を示す図である。図４に示すようにプロセッサ１１は、判定プログラム１３Ａを実行
すると、歩行期間抽出部３０、歩行データ分析部３１、適合度計算部３２、適合度判定部
３３、及び結果出力部３４として機能する。尚、本実施形態ではプロセッサ１１の処理毎
に名称を変更して説明するが、プロセッサ１１は同時に複数の処理を実行することも可能
である。
【００２５】
　歩行期間抽出部３０は、測定装置２０から判定装置１０へ送信された加速度データ１３
Ｄ及び角速度データ１３Ｅ（以降、これらをまとめて「歩行データ」とも称する）から、
被験者ＵＲが歩行している期間を抽出する。以下では、この被験者ＵＲの歩行時に対応す
る期間のことを歩行期間と呼ぶ。歩行データ分析部３１は、抽出された歩行期間における
歩行データの波形から、被験者ＵＲの歩行時における蹴り出しと着地との繰り返しを検出
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する。本実施形態では、「蹴り出し」を、歩行時に被験者ＵＲの足が地面を蹴って地面か
ら離れる動作と定義し、「着地」は、歩行時に被験者ＵＲの蹴り出した足が再び地面に着
地する動作と定義している。適合度計算部３２は、検出された着地から蹴り出しまでの期
間における歩行データの波形に基づいて、適合度スコアを計算する。「適合度スコア」は
、被験者ＵＲが装着している履物と被験者ＵＲとの間の適合度を示すスコアに対応してい
る。適合度判定部３３は、計算された適合度スコアに基づいて、被験者ＵＲが装着してい
る履物と被験者ＵＲとの間の適合度を判定する。結果出力部３４は、判定結果を記憶部１
３に転送して記憶部１３に判定結果１３Ｆを記憶させるとともに、判定結果１３Ｆに基づ
いて、被験者ＵＲに対する所定の通知処理を実行する。
【００２６】
　［１－２］動作
　次に、判定システムの判定動作について説明する。判定システムを使用する際には、判
定動作に先立って被験者ＵＲが所定の準備をする。例えば、判定動作を実行する前に被験
者ＵＲは、測定装置２０Ｌ及び２０Ｒを自身の左足及び右足にそれぞれ固定する。この際
に被験者ＵＲは、例えばセンサのＸ方向が被験者ＵＲの歩行時における進行方向に、セン
サのＹ方向が被験者ＵＲの上下方向に、センサのＺ方向が被験者ＵＲの左右方向にそれぞ
れ合うように調整する。そして被験者ＵＲは、測定装置２０Ｌ及び２０Ｒを動作状態にし
て、判定装置１０の通信部１４と測定装置２０Ｌ及び２０Ｒとの間を通信可能な状態にす
る。
【００２７】
　また、被験者ＵＲは、判定装置１０を操作して判定プログラム１３Ａを含むアプリケー
ションを起動し、判定動作の対象とする被験者情報１３Ｂと履物情報１３Ｃとの組み合わ
せを設定する。被験者情報１３Ｂ及び履物情報１３Ｃの内容は、判定装置１０の記憶部１
３に予め記憶されていても良いし、被験者ＵＲによって判定動作の実行前に入力又は更新
されても良い。尚、第１実施形態に係る判定システムの判定動作において、被験者情報１
３Ｂは少なくとも被験者ＩＤを含んでいれば良く、履物情報１３Ｃは少なくとも履物ＩＤ
を含んでいれば良い。
【００２８】
　以上で説明した準備が完了した後に、判定動作が実行される。以下に、図５を用いて判
定システムの判定動作について説明する。図５は、第１実施形態に係る判定システムにお
ける判定動作のフローチャートである。
【００２９】
　図５に示すように、まず測定装置２０は、被験者ＵＲの歩行データを測定する（ステッ
プＳ１０）。具体的には、測定装置２０Ｌは、被験者ＵＲの左足の加速度及び角速度を測
定して、測定した加速度及び角速度の時系列データを測定装置２０Ｌの記憶部２４に記憶
し、測定装置２０Ｒは、被験者ＵＲの右足の加速度及び角速度を測定して、測定した加速
度及び角速度の時系列データを測定装置２０Ｒの記憶部２４に記憶する。
【００３０】
　次に、測定装置２０は、測定した被験者ＵＲの歩行データを判定装置１０に送信する（
ステップＳ１１）。具体的には、測定装置２０Ｌ及び２０Ｒの制御部２１は、各記憶部２
４に記憶された加速度及び角速度の時系列データを、各通信部２５を介して判定装置１０
に送信する。そして、判定装置１０の通信部１４は、測定装置２０Ｌ及び２０Ｒから受信
した加速度及び角速度の時系列データを記憶部１３に転送し、記憶部１３は、転送された
加速度及び角速度の時系列データを記憶する。
【００３１】
　次に、判定装置１０の歩行期間抽出部３０は、記憶部１３に記憶された加速度及び角速
度の時系列データから歩行期間を抽出する（ステップＳ１２）。
【００３２】
　ここで、図６及び図７を用いて、ステップＳ１２における歩行期間抽出部３０の詳細な
処理について説明する。図６及び図７はそれぞれ、被験者ＵＲが所定の期間歩行し、歩行
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途中に１回Ｕターンした場合における加速度及び角速度の波形の一例である。図６及び図
７の縦軸はそれぞれ加速度及び角速度を示し、横軸は時間を示している。また、図６及び
図７にはそれぞれ、３方向（Ｘ方向、Ｙ方向、及びＺ方向）における加速度及び角速度の
波形が示されている。尚、図６の縦軸における－ａ３～－ａ１及びａ１は、加速度０から
所定量毎に増減した加速度であることを示し、図７の縦軸における－ｂ２、－ｂ１及びｂ
１は、角速度０から所定量毎に増減した角速度であることを示している。また、図６の横
軸に示された時刻ｔ０～ｔ３と、図７の横軸に示された時刻ｔ０～ｔ３とは、それぞれ同
じ時刻を示している。
【００３３】
　歩行時における加速度及び角速度の時系列データは、１歩毎に同様の動作が繰り返され
ることから、周期的な波形を形成する。つまり、加速度及び角速度の時系列データにおけ
る周期的な波形の１周期が、被験者ＵＲの１歩に相当する。一方で、Ｕターン時における
加速度及び角速度の時系列データは、Ｕターンが不規則な動作であることから、波形の周
期性を形成しない。そこで歩行期間抽出部３０は、加速度及び角速度の波形から、周期性
を有する期間を見つけることにより、歩行期間を抽出する。
【００３４】
　図６及び図７に示すように、本例における加速度及び角速度の波形には、周期的な期間
と、不規則な期間とが含まれている。上述したように歩行期間抽出部３０は、周期的な期
間を歩行期間とみなし、不規則な期間を歩行以外の期間とみなす。つまり、本例において
歩行期間抽出部３０は、被験者ＵＲが、周期的な期間である時刻ｔ０から時刻ｔ１にかけ
て歩行、不規則な期間である時刻ｔ１から時刻ｔ２にかけて歩行以外の動作（例えばＵタ
ーン）、及び、周期的な期間である時刻ｔ２から時刻ｔ３にかけて歩行していると判定す
る。尚、歩行期間抽出部３０が歩行期間を抽出する方法には、様々な方法を適用すること
が可能である。例えば、歩行期間と歩行以外の期間とを区別するために、加速度及び角速
度の振幅の大きさに対して閾値を設定しても良いし、加速度及び角速度の１周期の間隔に
対して閾値を設定しても良い。また、歩行以外の期間は、振幅の中心が規定の範囲内にあ
るかどうかによって判別することも可能である。
【００３５】
　図５に戻り、次に判定装置１０の歩行データ分析部３１は、ステップＳ１２において抽
出された歩行データを分析する（ステップＳ１３）。具体的には、歩行データ分析部３１
は、歩行期間における加速度及び角速度の波形から、被験者ＵＲの歩行時における蹴り出
しの時刻と着地の時刻とを決定する。
【００３６】
　ここで、図８及び図９を用いて、ステップＳ１３における歩行データ分析部３１の詳細
な処理について説明する。図８は、第１実施形態に係る判定システムにおける加速度の時
系列データの解析方法の一例を説明する波形図であり、図９は、角速度の時系列データの
解析方法の一例を説明する波形図である。図８には、図６の時刻ｔ０及びｔ１間における
波形の一部が時間軸方向に拡大されて示され、図９には、図７の時刻ｔ０及びｔ１間にお
ける波形の一部が時間軸方向に拡大されて示されている。尚、図８の横軸に示された時刻
ｔ０～ｔ４と、図９の横軸に示された時刻ｔ０～ｔ４とは、それぞれ同じ時刻を示してい
る。
【００３７】
　歩行データ分析部３１は、例えばＹ方向の角速度において、図９に示すように角速度が
急峻に上昇している期間で角速度がゼロとなる時刻を蹴り出しの時刻とみなし、角速度が
緩やかに下降している期間で角速度がゼロとなる時刻を着地の時刻とみなす。尚、着地及
び蹴り出しの時刻の定義は、これに限定されない。例えば、歩行データ分析部３１は、Ｚ
方向の角速度において、角速度が減少している期間で角速度がゼロとなる時刻を蹴り出し
の時刻として定義しても良いし、角速度が上昇している期間で角速度がゼロとなる時刻を
着地の時刻として定義しても良い。
【００３８】
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　そして、定義された着地及び蹴り出しの時刻は、加速度及び角速度の波形間で共有され
、例えば蹴り出し、着地、蹴り出しの１サイクルが１歩分の波形に相当すると定義される
。尚、１歩分の波形の定義はこれに限定されず、着地、蹴り出し、着地の１サイクルを１
歩分の波形に相当すると定義しても良い。
【００３９】
　図５に戻り、次に判定装置１０の適合度計算部３２は、ステップＳ１３において分析さ
れた歩行データに基づいて、左足及び右足にそれぞれ対応する適合度スコアを計算する（
ステップＳ１４）。具体的には、図８に示すように、適合度計算部３２は、例えばＺ方向
の加速度において、１歩毎に蹴り出しから着地に至るまでの期間の波形を参照する。図８
には、この参照される波形の領域が適合度計算領域Ｒとして示されている。そして適合度
計算部３２は、例えばＺ方向の加速度における、蹴り出した時点の加速度と蹴り出してか
ら加速度の値が最も小さくなった時点の加速度との差に基づいて、適合度スコアを算出す
る。尚、適合度計算部３２による適合度スコアの算出方法は、これに限定されない。例え
ば適合度計算部３２は、Ｚ方向の加速度における、蹴り出してから最も加速度の値が小さ
くなった時点の値と所定のリファレンス値との差に基づいて、適合度スコアを算出しても
良い。このリファレンス値は、例えば被験者情報１３Ｂに含まれたリファレンスデータに
基づいて生成される。また、適合度計算部３２は、図９に示すように、Ｘ方向の角速度に
おいて、蹴り出した時点の角速度と、蹴り出してから角速度の値が最も小さくなった時点
の角速度との差に基づいて適合度スコアを算出しても良い。図９には、この参照される波
形の領域が適合度計算領域Ｒとして示されている。このように、適合度計算部３２は、参
照する加速度及び角速度の波形の種類、期間、リファレンス値等をそれぞれ任意に設定し
て適合度スコアを算出することが出来る。また、適合度計算部３２は、歩行期間の１歩毎
に適合度スコアを算出して、その平均値を適合度スコアとして出力しても良いし、１歩毎
に算出された適合度スコアの分散に基づいた値を適合度スコアとして出力しても良い。適
合度スコアの算出に１歩毎に算出された適合度スコアの分散を利用する場合、例えば分散
の値が小さい程、適合度スコアが高くなるような計算式が使用される。また、適合度計算
部３２は、異なるセンサ及び異なる測定方向に対応する複数の波形を参照してそれぞれ適
合度スコアを算出しても良いし、当該複数の波形で算出された適合度スコアを用いて総合
的な適合度スコアを算出しても良い。
【００４０】
　次に、判定装置１０の適合度判定部３３は、ステップＳ１４において算出された適合ス
コアに基づいて、被験者ＵＲが履いている履物と被験者ＵＲとの間の適合度を判定する（
ステップＳ１５）。具体的には、例えば適合度スコアが所定の閾値を超えている場合に、
当該被験者ＵＲと履物との組み合わせは「良い」と判定し、適合度スコアが所定の閾値以
下である場合に、当該被験者ＵＲと履物との組み合わせは「悪い」と判定する。また、適
合度判定部３３は、適合度スコアの左右差を判定しても良い。この場合に適合度判定部３
３は、左足に対応する適合度スコアと右足に対応する適合度スコアとの差が所定の閾値を
超えているかどうかを確認する。そして、適合度判定部３３は、左右の適合度スコアの差
が所定の閾値以下である場合に「左右差問題無し」と判定し、左右の適合度スコアの差が
所定の閾値より大きい場合に「左右差大」と判定する。
【００４１】
　次に、判定装置１０の結果出力部３４は、上記処理により得られた適合度スコア及び判
定結果を記憶部１３に記憶し（ステップＳ１６）、判定結果を所定の方法を用いて被験者
ＵＲに通知する（ステップＳ１７）。判定結果を被験者ＵＲに通知する方法としては、例
えば判定結果に基づいた情報を、表示部１６に画像として表示する、スピーカ１７を用い
て音声として通知する、通信部１４を介して外部のプリンタからレポートを出力する等の
方法が挙げられる。このステップＳ１７における通知処理は、実施されなくても良いし、
上述した複数の通知方法のうち１つ又は複数を選択的に実施するようにしても良い。
【００４２】
　尚、判定動作後に被験者ＵＲは、判定結果に対して主観的な情報を追加しても良い。こ



(10) JP 6860434 B2 2021.4.14

10

20

30

40

50

の際に被験者ＵＲが入力する情報としては、例えば「履き心地が良い」、「丁度良い」、
「履き心地が悪い」、「きつい」等のコメントや、主観により履き心地が数値化された被
験者スコア等が挙げられる。また、判定動作後に被験者ＵＲ以外の第三者（例えば観察者
）が、判定結果に対して客観的な情報を追加しても良い。被験者ＵＲ以外の第三者が入力
する情報としては、例えば「かかとに隙間が空いている」、「サイズ感が合っている」等
のコメントや、第三者が被験者ＵＲの歩行姿勢等を見て客観的な履き心地を数値化した観
察者スコア等が挙げられる。結果出力部３４は、判定結果に対して上記コメントが追加さ
れた場合に、コメントの内容に基づいて適切なスコアを割り当てることも可能である。
【００４３】
　尚、以上で説明した判定システムの判定動作では、判定装置１０が測定装置２０の計測
結果を一括で受信して歩行データの解析及び判定処理を行う場合を例に説明したが、これ
に限定されない。例えば、判定システムは、計測開始から判定結果の通知までの一連の手
順を、任意の時間間隔で行うことが可能である。
【００４４】
　以上で説明した判定システムの判定動作により得られた各種スコアは、例えば図１０に
示すようなテーブルによって管理される。図１０は、同じ被験者ＵＲが履物Ａ、履物Ｂ、
及び履物Ｃを用いてそれぞれ判定動作を実行した場合における各種スコアを記憶するテー
ブルの一例である。また、図１０では、適合度スコアが１００段階のスコア、被験者スコ
ア及び観察者スコアが１０段階のスコアで示されている。
【００４５】
　図１０に示す例では、適合度スコア、被験者スコア、観察者スコア、及び総合スコアが
表示され、左足に対応するスコアと右足に対応するスコアとが別々に表示されている。総
合スコアは、適合度スコア、被験者スコア、観察者スコアのうち少なくとも一つに基づい
たスコアであり、適合度計算部３２が各スコアを総合的に考慮して算出するスコアである
。尚、総合スコアは算出されなくても良く、判定システムの判定結果としては少なくとも
適合度スコアが含まれていれば良い。
【００４６】
　［１－３］第１実施形態の効果
　以上で説明した第１実施形態に係る判定システムによれば、被験者ＵＲの履いている履
物と被験者ＵＲとの間の適合度を示す情報を被験者ＵＲに提供することが出来る。以下に
、第１実施形態に係る判定システムにおける効果の詳細について説明する。
【００４７】
　第１実施形態に係る判定システムは、被験者ＵＲの両足に簡易なセンサを固定して歩行
データを取得及び解析することによって、履物と被験者ＵＲとの間の適合度を数値化する
。具体的には、測定装置２０Ｌ及び２０Ｒによって測定された加速度及び角速度の時系列
データを、判定装置１０が解析することによって、被験者ＵＲが履いている履物と被験者
ＵＲとの間の適合度を示す適合度スコアを算出する。
【００４８】
　適合度スコアは、履物の違いによって加速度及び角速度の波形に差異がでる箇所に着目
して算出される。ここで、図１１及び図１２を用いて履き心地の違いによる加速度及び角
速度の波形の違いの一例について説明する。図１１は、複数条件における加速度の時系列
データの一例を示す波形図である。図１２は、複数条件における角速度の時系列データの
一例を示す波形図である。図１１及び図１２にはそれぞれ、図１０に示された履物Ａ、履
物Ｂ、及び履物Ｃにおける歩行データの波形の一部が抽出して示されている。図１１はＺ
方向の加速度の波形に対応し、図１２はＸ方向の角速度の波形に対応している。尚、図１
１及び図１２では、被験者ＵＲの一方の足における歩行データの波形が示されている。
【００４９】
　図１１及び図１２に示すように、複数種類の履物における歩行データの波形では、例え
ば蹴り出してから着地するまでの波形に差異が生じている。履物のフィット感と足の動き
との関係については、以下に示すような仮説が立てられる。
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【００５０】
　例えば、足の先端側に荷重がかかる蹴り出し時において、履物が足にフィットしている
場合、荷重のかかり方が安定し、履物が足にフィットしていない場合、ズレ等により足の
動きが安定しない。この特徴が、歩行の進行方向に対して左右方向の動きを表すＺ方向の
加速度の波形、Ｘ方向の角速度の波形に表れてると考えられる。具体的には、履物がフィ
ットしている場合、Ｚ方向の加速度の振幅が大きくなり、且つＸ方向の角速度の振幅が大
きくなると考えられる。
【００５１】
　このため、判定装置１０の適合度計算部３２は、図中に示された適合度計算領域Ｒを参
照し、例えば蹴り出した時点の加速度と蹴り出してから加速度が最も小さくなった時点に
おける加速度との差が大きい場合に、適合度スコアが高くなるような計算式を使用する。
この場合、図１１及び図１２に示す一例では、履物Ａ及び履物Ｂにおける蹴り出し後の振
幅が履物Ｃにおける蹴り出し後の振幅よりも大きいため、図１０に示すように、履物Ａ及
び履物Ｂにおける適合度スコアが履物Ｃにおける適合度スコアよりも高く算出される。そ
して、適合度スコアが算出されると、判定装置１０の適合度判定部３３が算出された適合
スコアに基づいて被験者ＵＲと履物との適合度を判定し、結果出力部３４が判定結果を所
定の方法で被験者ＵＲに通知する。
【００５２】
　以上のように、第１実施形態に係る判定システムは、被験者ＵＲが履いている履物と被
験者ＵＲとの間の適合度を数値化し、履物毎の履き心地を示す客観的なデータをユーザに
提供することが出来る。これにより、第１実施形態に係る判定システムを利用した被験者
ＵＲは、履物のサイズや内部形状等の違いによる履き心地の変化を数値等で確認すること
が出来るようになり、例えば履物を購入する場合の判断基準として活用することが出来る
。
【００５３】
　尚、以上で説明した第１実施形態に係る判定システムは、左右の足における適合度スコ
アの違いから、被験者ＵＲの身体の左右バランスを判定することも出来る。これにより、
被験者ＵＲは、左右差に基づいて左右の履物のサイズを変更したり、インソールによって
左右差を調整したりすることが出来る。また、算出された左右差の情報は、被験者ＵＲが
履物をオーダーメイドする場合に利用することも可能である。これにより、被験者ＵＲと
の適合度の高い履物の製造のために活用することが可能となる。
【００５４】
　また、第１実施形態に係る判定システムは、被験者ＵＲによる履物の感想と、判定装置
１０が算出した適合度スコアとを関連付けることも可能である。この場合に判定装置１０
は、適合度スコアに被験者ＵＲの感想に基づく補正値を反映することが出来る。これによ
り、被験者ＵＲの好みが適合度スコアに反映されるため、判定システムは、より適切な判
定結果を被験者ＵＲに提供することが可能となる。
【００５５】
　また、第１実施形態に係る判定システムは、被験者ＵＲや履物に後付けすることが可能
な簡易な加速度センサ及び角速度センサにより判定動作を実行することが出来る。つまり
、被験者ＵＲは、オーダーメイドする等の手間を介することなく、既製品の履物の中から
比較的履き心地の良いものを容易に選択することが出来る。これにより、判定システムを
利用する被験者ＵＲは、例えばフィットする履物を探す際における時間や費用等を削減す
ることが出来る。
【００５６】
　［２］第２実施形態
　次に、第２実施形態に係る判定システムについて説明する。第２実施形態に係る判定シ
ステムの構成は、第１実施形態に係る判定システムの構成と同様である。そして、第２実
施形態に係る判定システムは、被験者ＵＲが定期的に履物との適合度を測定し、判定装置
１０が適合度の経時変化に基づいた判定結果を被験者ＵＲに通知する。尚、以下の説明で
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は、第１実施形態と同一箇所には同一符号を付し、重複説明を避ける。
【００５７】
　［２－１］動作
　以下に、図１３を用いて第２実施形態に係る判定システムの判定動作について説明する
。図１３は、第２実施形態に係る判定システムにおける判定動作の一例を示すフローチャ
ートである。尚、以下で説明される判定動作では、定期的に実施された過去の判定結果の
データが事前に蓄積されているものとする。また、第２実施形態において判定装置１０は
、内部のクロックを使用して、判定結果を判定動作が実施された日と関連付けているもの
とする。
【００５８】
　図１３に示すように、まず測定装置２０は、被験者ＵＲの歩行データを測定し、判定装
置１０に送信する（ステップＳ２０）。ステップＳ２０における動作は、例えば第１実施
形態で図５を用いて説明したステップＳ１０及びＳ１１の動作と同様である。
【００５９】
　次に、判定装置１０は、測定装置２０が測定した歩行データを受信して、受信した歩行
データを解析する（ステップＳ２１）。ステップＳ２１における動作は、例えば図５を用
いて説明したステップＳ１２～Ｓ１６の動作と同様である。
【００６０】
　次に、判定装置１０の適合度判定部３３は、適合度スコアの経時変化を確認する（ステ
ップＳ２２）。具体的には、適合度判定部３３は、例えば当該組み合わせにおいて、最初
の判定動作により算出された適合度スコアと、２回目以降の判定動作により算出された適
合度スコアとの差を算出する。つまり、適合度判定部３３は、適合度スコアの初期値から
の変化量を算出する。そして、適合度判定部３３は、初期値からの変化量が所定の値未満
の場合に「問題無し」と判定し、所定の値以上の場合に「経時変化有り」と判定する。尚
、適合度判定部３３は、左右の足に対応する適合度スコアに対してそれぞれ経時変化を判
定しても良いし、左右の足に対応する適合度スコアの変化量が共に所定の値以上になった
場合に「経時変化有り」と判定するようにしても良い。また、経時変化の判定は、左右の
足に対応する適合度スコアの平均値に対して行われても良い。
【００６１】
　次に、判定装置１０の結果出力部３４は、上記処理により得られた判定結果を、所定の
方法を用いて被験者ＵＲに通知する（ステップＳ２３）。判定結果を被験者ＵＲに通知す
る方法は、例えば図５を用いて説明したステップＳ１７と同様の方法が使用される。
【００６２】
　以上で説明した判定システムの判定動作により得られた判定結果は、例えば図１４に示
すようなテーブルによって管理される。図１４は、同じ被験者ＵＲが履物Ａを使用して定
期的に判定システムを利用した場合における適合度スコア等のデータを記憶するテーブル
の一例である。図１４に示す例では、左右の適合度スコアの初期値からの変化量の閾値が
「１０」に設定されている。図１４の適合度スコアの括弧内に示すように、当該組み合わ
せにおいて最初に取得された判定結果を基準として履物Ａの経時変化が確認され、測定日
毎に経時変化の判定結果が記録されても良い。
【００６３】
　［２－２］第２実施形態の効果
　以上で説明した第２実施形態に係る判定システムによれば、被験者ＵＲに履物の劣化を
通知することが出来る。以下に、第２実施形態に係る判定システムにおける効果の詳細に
ついて説明する。
【００６４】
　履物は、長期間に渡って使用されると形状等の変化が生じる可能性がある。履物の状態
が変化すると、被験者ＵＲと履物との間の適合度は随時変化していく。例えば、新しい履
物の使用を始めてから暫くの期間は、履物が被験者ＵＲの足の形状に馴染むことによって
、履物の履き心地が良くなっていくことが多い。



(13) JP 6860434 B2 2021.4.14

10

20

30

40

50

【００６５】
　しかし、履物がさらに長期間に渡って使用されると、形状の変化や、靴底のすり減りや
、素材の劣化等が生じる可能性がある。そして、このような劣化が生じ始めると、被験者
ＵＲと履物との間の適合度は徐々に悪化していくことが考えられる。
【００６６】
　そこで、第２実施形態に係る判定システムでは、被験者ＵＲに対して定期的な判定シス
テムの利用を提案し、定期的に適合度の判定結果を取得する。そして、第２実施形態に係
る判定装置１０は、最初に取得された適合度スコアと最新の適合度スコアとの差分から適
合度スコアの経時変化量を確認し、経時変化量に基づいて被験者ＵＲに履物の状態を通知
する。
【００６７】
　これにより、第２実施形態に係る判定システムは、被験者ＵＲが履いている履物の経時
変化状況を示す客観的なデータを被験者ＵＲに提供することが出来る。従って、第２実施
形態に係る判定システムを利用した被験者ＵＲは、履物の経時変化を客観的に判断するこ
とが出来るようになり、例えば履物のメンテナンスが必要なタイミングや、履物の寿命等
の判断基準として活用することが出来る。
【００６８】
　［３］第３実施形態
　次に、第３実施形態に係る判定システムについて説明する。第３実施形態に係る判定シ
ステムは、判定装置１０が歩行データから被験者ＵＲの歩行時における歩幅、歩行速度、
及び姿勢をさらに判定し、これらの情報を適合度の判定に利用するものである。尚、以下
の説明では、第１及び第２実施形態と同一箇所には同一符号を付し、重複説明を避ける。
【００６９】
　［３－１］構成
　まず、第３実施形態に係る判定システムにおけるプロセッサ１１の機能構成について説
明する。第３実施形態に係る判定システムでは、プロセッサ１１が実行する判定プログラ
ム１３Ａが、加速度及び角速度の時系列データから被験者ＵＲの歩行時における歩幅、速
度、及び姿勢を判定するコードをさらに含んでいる。
【００７０】
　図１５は、第３実施形態における判定装置におけるプロセッサ及び記憶部の詳細な構成
例を示すブロック図である。図１５に示すように第３実施形態においてプロセッサ１１は
、判定プログラム１３Ａを実行すると、歩幅算出部３５、速度算出部３６、及び姿勢判定
部３７としてさらに機能する。
【００７１】
　歩幅算出部３５は、記憶部１３に記憶された加速度データ１３Ｄ及び角速度データ１３
Ｅから、被験者ＵＲの歩行時における歩幅を算出する。速度算出部３６は、記憶部１３に
記憶された加速度データ１３Ｄ及び角速度データ１３Ｅから、被験者ＵＲの歩行時におけ
る歩行速度を算出する。姿勢判定部３７は、記憶部１３に記憶された加速度データ１３Ｄ
及び角速度データ１３Ｅから、被験者ＵＲの歩行時における姿勢を判定する。そして、第
３実施形態において適合度判定部３３は、例えば記憶部１３に記憶された被験者情報１３
Ｂに基づいて、歩幅算出部３５により算出された歩幅と、速度算出部３６により算出され
た歩行速度と、姿勢判定部３７により判定された姿勢とがそれぞれ適切な状態であるかど
うかをさらに判定することが出来る。第３実施形態に係る判定システムのその他の構成は
、第１実施形態に係る判定システムと同様のため、説明を省略する。
【００７２】
　［３－２］動作
　次に、図１６を用いて第３実施形態に係る判定システムの判定動作について説明する。
図１６は、第３実施形態に係る判定システムにおける判定動作のフローチャートである。
【００７３】
　図１６に示すように、まず測定装置２０は、被験者ＵＲの歩行データを測定する（ステ
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ップＳ３０）。ステップＳ３０における動作は、例えば第１実施形態で図５を用いて説明
したステップＳ１０及びＳ１１の動作と同様である。
【００７４】
　次に、判定装置１０は、測定装置２０が測定した歩行データを受信して、受信した歩行
データを解析する（ステップＳ３１）。ステップＳ３１における動作は、例えば図５を用
いて説明したステップＳ１２～Ｓ１４の動作と同様である。
【００７５】
　次に、判定装置１０の歩幅算出部３５は、解析された歩行データに基づいて被験者ＵＲ
の歩幅を算出する（ステップＳ３２）。具体的には、歩幅算出部３５は、例えば測定され
た歩行データのうち加速度の値を２回積分し、計測開始時点を原点とした各経過時間にお
ける歩行動作中のセンサの座標を算出する。そして歩幅算出部３５は、左右の足の運びの
軌跡を空間座標系中にプロットして、プロットされた軌跡に基づいて歩幅を算出する。
【００７６】
　次に、判定装置１０の速度算出部３６は、解析された歩行データに基づいて被験者ＵＲ
の歩行速度を算出する（ステップＳ３３）。具体的には、速度算出部３６は、例えばステ
ップＳ３２と同様の方法により左右の足運びの軌跡をプロットし、プロットされた軌跡と
経過時間とに基づいて歩行速度を算出する。
【００７７】
　次に、判定装置１０の姿勢判定部３７は、解析された歩行データに基づいて被験者ＵＲ
の姿勢を判定する（ステップＳ３４）。具体的には、測定装置２０が装着された位置と全
身姿勢との相関関係と、測定された歩行データとに基づいて、被験者ＵＲの歩行姿勢を判
定する。判定することが可能な姿勢の種類としては、例えば前面姿勢、側面姿勢、足角等
が挙げられる。「前面姿勢」は、例えば被験者ＵＲの進行方向から見た上半身の左右の傾
き具合を表している。「側面姿勢」は、被験者ＵＲの側面から見た姿勢であり、例えば上
半身の猫背の具合やそり腰の具合を表している。「足角」は、例えば被験者ＵＲの内股の
具合や蟹股の具合を表している。
【００７８】
　次に、判定装置１０の適合度判定部３３は、ステップＳ３１～Ｓ３４における処理結果
と、被験者情報１３Ｂとに基づいて被験者ＵＲと履物との間の適合度を判定する（ステッ
プＳ３５）。具体的には、適合度判定部３３は、各歩行状態の理想値と被験者ＵＲの歩行
状態の現状値との差分を算出することにより、被験者ＵＲと履物との間の適合度を判定す
る。例えば、適合度判定部３３は、被験者情報１３Ｂから身長等の身体情報を参照して、
被験者ＵＲ毎に適切な歩幅、歩行速度、及び姿勢のパラメータの範囲を設定する。そして
、適合度判定部３３は、算出された歩幅が、例えば被験者ＵＲに対して適切な歩幅の範囲
内である場合に「適切な歩幅」と判定し、被験者ＵＲに対して適切な歩幅の範囲外である
場合に「歩幅が短い」又は「歩幅が長い」と判定する。また、適合度判定部３３は、算出
された歩行速度が、例えば被験者ＵＲに対して適切な歩行速度の範囲内である場合に「適
切な歩行速度」と判定し、被験者に対して適切な歩行速度の範囲外である場合に「歩行速
度が速い」又は「歩行速度が遅い」と判定する。さらに、適合度判定部３３は、判定可能
な姿勢のうち足角が、例えば所定の範囲内である場合に「歩行姿勢問題無し」と判定し、
所定の範囲外である場合に「蟹股」や「内股」等と判定する。
【００７９】
　次に、判定装置１０の結果出力部３４は、上記処理により得られた歩幅、歩行速度、姿
勢情報、及び判定結果を記憶部１３に記憶し、所定の方法を用いて被験者ＵＲに通知する
（ステップＳ３６）。判定結果を被験者ＵＲに通知する方法は、例えば図５を用いて説明
したステップＳ１７と同様の方法が使用される。
【００８０】
　以上で説明した判定システムの判定動作により得られた判定結果は、例えば図１７に示
すようなテーブルによって管理される。図１７は、同じ被験者ＵＲが履物Ａ、履物Ｂ、履
物Ｃをそれぞれ履いて判定システムを利用した場合における歩幅、歩行速度、及び姿勢情
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報のデータを記憶するテーブルの一例である。図１７に示す例では、歩幅、歩行速度、及
び姿勢情報からそれぞれ１つずつ情報が示されている。図１７に示すように判定結果を記
憶するテーブルでは、適合度に関する判定結果を省略しても良い。また、姿勢情報として
複数の姿勢が判定された場合、姿勢の分類毎に情報を記憶するようにしても良い。
【００８１】
　尚、以上の説明では、適合度判定部３３が、被験者情報１３Ｂに基づいて被験者ＵＲ毎
に適切な歩幅、歩行速度、及び姿勢のパラメータの範囲を設定する場合を例に説明したが
、これに限定されない。例えば、判定装置１０は、記憶部１３に身体情報に関連付けられ
た最適値のテーブルを予め記憶していても良い。この場合に適合度判定部３３は、被験者
情報１３Ｂと、最適値のテーブルとに基づいて、当該被験者ＵＲにおける歩幅、歩行速度
、及び姿勢のパラメータを決定する。
【００８２】
　［３－３］第３実施形態の効果
　以上で説明した第３実施形態に係る判定システムによれば、履物の違いによる歩幅、歩
行速度、及び姿勢の変化を被験者ＵＲに通知することが出来る。以下に、第３実施形態に
係る判定システムにおける効果の詳細について説明する。
【００８３】
　被験者の歩幅や歩行周期は、例えば性別、年齢、身長等によって異なってくる。また、
同一人物の場合においても、履いている履物の種類や疲れ等の影響に受けて脚の出し方が
変化するため、歩幅や歩行速度等が異なることがある。
【００８４】
　そこで、第３実施形態に係る判定システムにおいて判定装置１０は、被験者ＵＲの歩幅
、歩行速度、及び姿勢をさらに判定する。そして、判定装置１０の適合度判定部３３が、
上述した歩行データの解析結果と、被験者ＵＲの被験者情報１３Ｂに基づいた最適値とを
参照して、被験者ＵＲの歩幅、歩行速度、及び姿勢が好ましい範囲に収まっているかどう
かを判定する。それから、判定装置１０の結果出力部３４が、歩幅、歩行速度、及び姿勢
の情報と、これらのパラメータが適切かどうかの情報とを被験者ＵＲに通知する。
【００８５】
　これにより、第３実施形態に係る判定システムは、履物毎の被験者ＵＲの歩行状態を示
す追加データを被験者ＵＲに提供することが出来る。従って、第３実施形態に係る判定シ
ステムを利用した被験者ＵＲは、履物の違いによる歩行姿勢等の変化を客観的に把握する
ことが出来、例えば既製品の履物の中から歩行状態が改善するような履物を選択する判断
基準として活用することが出来る。
【００８６】
　尚、第３実施形態で説明した判定動作では、判定結果をリアルタイムで判定装置１０の
表示部１６に表示させたり、スピーカ１７を用いて音声で通知したりしても良い。また、
第３実施形態に係る判定装置１０は、歩行データの解析結果とこれに対応する最適値との
差分に基づいて、被験者ＵＲの歩行姿勢を理想状態へ近づけるための改善点を分析し、こ
の分析結果を改善指導として被験者ＵＲに通知しても良い。これにより、判定システムを
利用する被験者ＵＲは、歩行姿勢の状態および姿勢の変化をリアルタイムで把握すること
が出来、歩行姿勢の改善を試みることが出来る。
【００８７】
　［４］第４実施形態
　次に、第４実施形態に係る判定システムについて説明する。第４実施形態に係る判定シ
ステムは、ネットワーク上に展開されたクラウドサービスを利用して、被験者ＵＲと履物
との間の適合度の変化を予測するものである。尚、以下の説明では、第１～第３実施形態
と同一箇所には同一符号を付し、重複説明を避ける。
【００８８】
　［４－１］構成
　図１８は、第４実施形態に係る判定システムにおいて使用されるクラウドサービスの概
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念図である。図１８に示すように第４実施形態に係る判定システムでは、判定装置１０が
通信ネットワークＮＷと接続されている。通信ネットワークＮＷは、サーバ（情報処理端
末）ＳＶと接続されている。サーバＳＶは、クラウドサービスを展開するために必要な種
々の構成を含んでいる。このように、判定装置１０とサーバＳＶとの間は、通信ネットワ
ークＮＷを介して相互に通信することが可能なように構成されている。第４実施形態に係
る判定システムのその他の構成は、第１実施形態に係る判定システムと同様のため、説明
を省略する。
【００８９】
　［４－２］動作
　以下に、第４実施形態に係る判定システムの動作について説明する。第４実施形態に係
る判定システムでは、クラウドサービスを利用して、学習動作と予測動作とを実行する。
学習動作は、上記実施形態における判定動作の判定結果を学習し、予測動作で使用する予
測関数を生成する動作である。予測関数は、判定動作を行った時点における判定結果から
、時間経過によりこれから先どのように判定結果が変化するのかを予測するための関数で
ある。予測動作は、学習動作によって生成された予測関数に基づいて、被験者ＵＲと履物
との間の適合度の変化を予測する動作である。
【００９０】
　まず、図１９を用いて判定システムの学習動作について説明する。図１９は、第４実施
形態に係る判定システムにおける学習動作の一例を示すフローチャートである。
【００９１】
　図１９に示すように、まず判定システムは、例えば第１実施形態で説明した判定動作に
おけるステップＳ１０～Ｓ１６を実行する。
【００９２】
　次に、判定装置１０は、上述したステップＳ１０～Ｓ１６の動作により得られた歩行デ
ータの判定結果をサーバＳＶに転送し、サーバＳＶは、転送された判定結果を内部の記憶
媒体に記憶する（ステップＳ４０）。尚、以下の説明においてサーバＳＶは、被験者ＩＤ
と履物ＩＤとが同じ組み合わせである判定結果のデータを複数回分蓄積しているものとす
る。
【００９３】
　次に、サーバＳＶは、蓄積された判定結果のデータを機械学習する（ステップＳ４１）
。機械学習される判定結果のデータの一例が、図２０に示されている。図２０に示すよう
に、機械学習に用いる判定結果のデータとしては、例えば履物ＩＤ、経過日数、適合度ス
コアが含まれている。尚、サーバＳＶが機械学習する判定結果のデータの種類はこれに限
定されず、その他のデータも機械学習の対象としても良い。
【００９４】
　機械学習の方法としては、例えばディープラーニング等、人工知能を利用した手法が利
用される。サーバＳが機械学習に利用する方法はこれに限定されず、サーバＳＶはあらゆ
る方法を利用いて判定結果のデータを学習することが出来る。そしてサーバＳＶは、機械
学習されたデータに基づいて、被験者ＵＲ毎の予測関数を作成する（ステップＳ４２）。
予測関数の作成後にサーバＳＶは、予測関数を用いて予測動作を実行する。
【００９５】
　ここで、図２１を用いて判定システムの予測動作について説明する。図２１は、第４実
施形態に係る判定システムにおける予測動作の一例を示すフローチャートである。
【００９６】
　図２１に示すように、まず判定システムは、例えば第１実施形態で説明した判定動作に
おけるステップＳ１０～Ｓ１６を実行する。そして判定装置１０は、判定結果をサーバＳ
Ｖに転送し、サーバＳＶは、転送された判定結果を内部の記憶媒体に記憶する。
【００９７】
　次に、サーバＳＶは、サーバＳＶから転送された判定結果を予測関数に入力し、被験者
ＵＲと履物との間の適合度の変化を予測する（ステップＳ５０）。そしてサーバＳＶは、
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通信ネットワークＮＷを介して、算出した予測結果を判定装置１０に転送する。
【００９８】
　次に、判定装置１０は、転送された予測結果を記憶部１３に記憶し、この予測結果を所
定の方法により被験者ＵＲに通知する（ステップＳ５１）。
【００９９】
　尚、以上の説明において、学習動作と予測動作とを分けて説明したが、これらの動作は
並行して実行することが可能である。例えば、サーバＳＶは、予測動作時における判定結
果を再学習に使用しても良い。また、以上の説明において、予測関数をサーバＳＶが記憶
している場合を例に説明したが、これに限定されない。サーバＳＶは、生成した予測関数
を判定装置１０に転送することが可能であり、判定装置１０が予測関数に基づいた演算処
理を実行し、被験者ＵＲと履物との間の適合度の変化を予測しても良い。
【０１００】
　［４－３］第４実施形態の効果
　以上で説明した第４実施形態に係る判定システムによれば、被験者ＵＲに履き心地の変
化の予測結果を通知することが出来る。以下に、第４実施形態に係る判定システムにおけ
る効果の詳細について説明する。
【０１０１】
　第２実施形態で説明したように、履物は、長期間に渡って使用されると形状等の変化が
生じる可能性がある。このような履物における馴染みの変化は、履物の種類等によって傾
向が異なり、また被験者ＵＲ毎にも異なっている。
【０１０２】
　そこで、第４実施形態に係る判定システムでは、クラウドサービスを利用して判定結果
を機械学習し、被験者ＵＲと履物との間における適合度の変化を予測する。具体的には、
クラウドサービス上に蓄積された判定結果に基づいて、被験者ＵＲと履物との間の適合度
の変化が予測可能な予測関数が生成される。そして、この予測関数と、判定システム利用
時の判定結果とに基づいて、判定装置１０が予測結果を被験者ＵＲに通知する。
【０１０３】
　これにより、第４実施形態に係る判定システムは、被験者ＵＲが履いている履物と被験
者ＵＲとの適合度の経時変化を予測して、履物の経時変化の予測を含む客観的なデータを
被験者ＵＲに提供することが出来る。従って、第４実施形態に係る判定システムを利用し
た被験者ＵＲは、例えば予測結果から履物の利用計画を立てることが出来、履物のメンテ
ナンスが必要なタイミングや、履物の寿命等の判断基準として活用することが出来る。
【０１０４】
　以上のように、第４実施形態に係る判定システムでは、判定装置１０がクラウドサービ
スを利用したアプリケーションを用いることにより、判定装置１０単体の処理能力では不
可能なサービスを提供することが出来る。
【０１０５】
　ここで、図２２を用いてクラウドサービスを利用したビジネスモデルの一例について説
明する。図２２は、第４実施形態に係る判定システムの適用例を示す図である。クラウド
サービスを利用したビジネスモデルでは、例えば図２２に示すように判定システムの利用
者４０、事業者４１、及び電子商取引（以降、「ＥＣ」と称する）サイト４２間で情報が
やりとりされる。
【０１０６】
　利用者４０は、例えば被験者ＵＲや履物の販売者等であり、第１～第４実施形態で説明
した判定システムの判定動作を実行する。そして利用者４０は、例えばコンピュータＰＣ
を用いて、管理者用ＷＥＢサイトから通信ネットワークＮＷを介してクラウドサービスＣ
Ｌにアクセスすることが出来る。例えば利用者４０は、クラウドサービスＣＬに蓄積され
て被験者ＩＤに関連付けられた歩行データＤＴや、サーバＳＶが記憶する予測関数などの
アルゴリズム等に基づいた予測結果を参照することが出来る。事業者４１としては、例え
ばクレジットカード等のカード会社や、販売業者や、情報サービス業者等が挙げられる。
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被験者ＵＲは、これらの事業者４１が提供するサービスに登録しており、サービスを提供
する事業者のシステムは、例えば被験者ＵＲが登録しているカード会社の会員ＩＤや、履
物の情報を提供するコミュニティサイトのコミュニティＩＤ等を有している。ＥＣサイト
４２は、各事業者４１が運営するＷＥＢサイトであり、例えば履物のデータベースを有し
ている。
【０１０７】
　本ビジネスモデルにおいては、クラウドサービスＣＬ上の被験者ＩＤと、事業者４１の
システム上の例えば会員ＩＤやコミュニティＩＤ等とが関連付けられる。つまり、被験者
ＵＲに関連する、クラウドサービスＣＬ上のシステムで管理されているＩＤと事業者４１
のシステムで管理されているＩＤとが紐付けられる。そして、ＥＣサイト４２は、会員Ｉ
ＤやコミュニティＩＤに基づいてクラウドサービスＣＬ上の情報にアクセスすることが出
来、クラウドサービスＣＬ上に蓄積された被験者ＵＲと履物との適合度に関連する情報を
参照することが出来る。
【０１０８】
　これにより、ＥＣサイト４２は、例えば被験者ＵＲが店頭で試した靴の木型や歩行測定
結果に基づいた商品を、被験者ＵＲに推薦することが出来る。また、ＥＣサイト４２は、
被験者ＵＲの履物の嗜好情報に基づいて、販売している履物のデータベースのうち被験者
ＵＲに最も適した履物を選択し、被験者ＵＲに推薦することが出来る。その他には、ＥＣ
サイト４２は、例えば履物の適合度の変化を見越して履物を推薦したり、クラウドサービ
スＣＬ上に蓄積された予測結果から靴メーカへの顧客需要の調査結果や予測結果等を提示
したりすることが出来る。尚、以上で説明したＥＣサイト４２の機能は、判定装置１０に
持たせても良い。
【０１０９】
　このように、第４実施形態に係る判定システムを利用したサービスとしては、インター
ネット上のショップとの連携サービスにより、判定結果に応じた商品・サービスをユーザ
に紹介し提案することが考えられる。その他に判定結果に基づいて提供される情報として
は、例えばユーザの歩行姿勢に応じたエクササイズ情報、食事情報、被服情報等が挙げら
れる。エクササイズ情報は、トレーニングＤＶＤ、フィットネスクラブ等の情報を含む。
食事情報は、サプリメント情報の他、ダイエットレシピやレストラン等の情報を含む。被
服情報は、スポーツウェアやシューズ、ソックス、アンダーウェア等の情報を含む。
【０１１０】
　尚、以上の説明では、被験者ＵＲ毎に判定情報を機械学習する場合を例に説明したが、
これに限定されない。例えば、判定システムは、多数の被験者の判定結果をクラウドサー
ビス上に蓄積し、被験者情報１３Ｂの似た被験者の情報に基づいた情報を被験者の予測関
数に反映させても良い。具体的には、判定システムが利用するクラウドサービス上で、例
えば被験者情報１３Ｂ内の年齢、性別、身長等の情報に基づいた属性が分類され、分類さ
れた属性毎に基準となる予測関数が生成されても良い。これにより、判定システムは、予
測結果の機械学習量が足りていない被験者に対しても精度の高い予測関数を適用すること
が出来、精度の高い予測結果を通知することが出来る。
【０１１１】
　［５］変形例等
　上記各実施形態における判定装置＜１０、図１＞は、履物を履いた被験者＜ＵＲ、図１
＞の歩行時に被験者の下肢に固定されたセンサ＜２０、図１＞によって測定された加速度
及び角速度のうち少なくとも一方の時系列データを記憶する記憶部＜１３、図３＞と、時
系列データから被験者の歩行に関する特徴量＜適合度スコア、図１０＞を算出し、特徴量
に基づいて、被験者と履物との間の適合度を判定するプロセッサ＜１１、図３＞と、を備
える。これにより、被験者と履物との適合度を判定することが可能となる。
【０１１２】
　尚、上記実施形態では、判定装置１０が携帯型の端末である場合を例に説明したが、こ
れに限定されない。判定装置１０は据え置き型の端末でも良いし、ウェアラブル型の端末
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でも良い。据え置き型の判定装置１０としては、例えばパーソナルコンピュータ、ラップ
トップコンピュータ等が使用される。また、上記実施形態で説明した判定装置１０の構成
はあくまで一例であり、その他の構成であっても良い。例えば、判定装置１０が記憶部１
３、通信部１４、操作部１５、表示部１６、及びスピーカ１７を備えていなくても良い。
この場合に判定装置１０には、記憶部１３、通信部１４、操作部１５、表示部１６、及び
スピーカ１７がそれぞれ外部接続される。
【０１１３】
　尚、上記実施形態では、測定装置２０が備える加速度センサ２２及び角速度センサ２３
を別々に備えている場合を例に説明したが、これに限定されない。例えば、測定装置２０
は、１つのセンサを用いて加速度及び角速度を測定するような構成であっても良い。
【０１１４】
　尚、上記実施形態では、判定プログラム１３Ａが記憶部１３に記憶されている場合を例
に説明したが、これに限定されない。例えば判定装置１０は、プロセッサ１１が実行する
プログラムを図示しない通信ネットワーク上のサーバに記憶させても良い。この場合にプ
ロセッサ１１は、通信ネットワーク上のサーバから配信されたプログラムをＲＡＭ１２に
展開して、当該プログラムを実行する。プログラムを頒布する方法はこれに限定されず、
プログラムは、例えば磁気ディスク、光ディスク、ＵＳＢメモリ、ハードディスク等の記
憶媒体に記憶して、コンピュータに読み込ませることにより実行されても良い。また、プ
ログラムは、暗号化、変調、圧縮等が施された状態で頒布されても良い。
【０１１５】
　尚、上記実施形態において、各種映像処理がソフトウェアで実行される場合を例に説明
したが、これに限定されない。例えば、一部の処理を専用のハードウェアにより実現して
も良いし、全ての処理を専用のハードウェアにより実現しても良い。例えば、判定処理に
おいて、歩行期間抽出部３０として機能する回路や、歩行データ分析部３１として機能す
る回路を利用することが可能である。その他の処理についても同様である。これらのハー
ドウェアは、判定装置１０に内蔵されていても良いし、外部接続されていても良い。
【０１１６】
　尚、上記実施形態において、判定装置１０のプロセッサ１１が判定プログラム１３Ａを
実行する場合を例に説明したが、これに限定されない。例えば、判定プログラム１３Ａに
基づく各種処理は、図１８及び図２２を用いて説明したクラウドサービスにより実行され
ても良い。この場合に通信ネットワークＮＷ上のサーバＳＶは、判定プログラム１３Ａを
記憶し、判定処理時において判定プログラム１３Ａを実行すると、上記実施形態で説明し
た判定装置１０のプロセッサ１１と同様の機能構成を備える。そしてサーバＳＶは、測定
装置２０が測定した歩行データを判定装置１０及び通信ネットワークＮＷを介して受信す
ると、上記実施形態で説明した判定装置１０と同様の処理を実行する。サーバＳＶの処理
によって得られた測定結果は、サーバＳＶから通信ネットワークＮＷを介して判定装置１
０に送信される。このとき判定装置１０は、サーバＳＶから受信した判定結果を記憶部１
３に記憶しても良いし、判定結果を表示部１６やスピーカ１７を用いて被験者ＵＲに通知
するようにしても良い。クラウドサービスの利用方法はこれに限定されず、種々の利用方
法が考えられる。例えば、判定処理において、判定プログラム１３Ａの処理内容を判定装
置１０とサーバＳＶとで分担して処理するようにしても良い。
【０１１７】
　尚、上記実施形態において、判定動作の説明に用いたフローチャートは一例であり、こ
れに限定されない。例えば、各フローチャートにおける処理は、可能な限り処理の順番を
入れ替えることが可能である。例えば、図１６を用いて説明したステップＳ３２～Ｓ３４
の処理順番は入れ替えることが可能である。
【０１１８】
　尚、上記実施形態において、判定プログラム１３Ａに基づいたプロセッサ１１の各種処
理は、可能な限り並行して実行することが可能である。また、各種処理が共通の情報を利
用する必要がある場合、当該情報をプログラム間で共有することも出来る。
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【０１１９】
　尚、上記実施形態では判定動作において、測定装置２０から転送され、判定装置１０の
記憶部１３に記憶された加速度及び角速度の時系列データを用いて各種処理を実行した場
合を例に説明したが、これに限定されない。例えば、判定動作においてプロセッサ１１は
、各種処理を実行する前に、取得した加速度及び角速度の時系列データに対するノイズ除
去の処理を実行しても良い。例えば、歩行データの波形には、歩行時において着地する際
の衝撃によって、特有の高周波成分が発生することがある。この場合にプロセッサ１１は
、歩行データにおける周波数成分を分析し、着地時の衝撃に基づいた高周波成分をフィル
タリングすることによって、歩行データにおけるノイズ成分を除去することが出来る。フ
ィルタリングによりノイズ成分が除去された時系列データは、記憶部１３に記憶しても良
いし、そのままＲＡＭ１２等に展開して後続の処理に利用されても良い。
【０１２０】
　また、上記実施形態において、上記ノイズ除去等の処理の他にも、可能な範囲で補正処
理を行っても良い。例えば、歩行中の路面状況を考慮した補正処理や、被験者ＵＲが保持
している判定装置１０に内蔵されているセンサを用いて、判定装置１０自身の運動を考慮
した補正処理を行っても良い。
【０１２１】
　尚、上記実施形態では、判定動作における歩行データとして、加速度の時系列データと
角速度データの時系列データの両方を使用した場合を例に説明したが、これに限定されな
い。上記実施形態で説明した動作は、加速度の時系列データと、角速度の時系列データと
の少なくとも１つを用いることにより実現することも可能である。
【０１２２】
　尚、上記実施形態において、判定プログラム１３Ａに基づいたプロセッサ１１の各種処
理の対象を、測定装置２０が測定した歩行データの全期間とした場合を例に説明したが、
これに限定されない。例えばプロセッサ１１は、被験者ＵＲによって指定された任意の期
間を対象として、上記実施形態で説明した各種処理を実行しても良い。
【０１２３】
　尚、上記実施形態では、測定装置２０が測定した歩行データに、歩行時以外の時系列デ
ータが含まれている場合を例に説明したが、これに限定されない。例えば判定装置１０は
、測定装置２０が測定した歩行データが歩行以外の状態であることを検知して、歩行デー
タの測定を一時的に停止しても良い。この場合に測定装置２０は、例えば低消費電力状態
で動作する。低消費電力状態となっている測定装置２０は、内蔵しているセンサが検知し
た加速度又は角速度のデータが所定の値を超えた際に、歩行データの測定及び判定装置１
０への歩行データの転送を再開する。これにより上記実施形態に係る判定システムは、被
験者ＵＲが歩行を停止している場合における、無駄なデータ通信及びデータ処理が不要に
なるので、低消費電力で動作することが出来る。
【０１２４】
　尚、上記実施形態において、プロセッサ１１によって算出又は判定された適合度スコア
、歩幅、歩行速度、姿勢等のデータを記憶部１３に記憶するタイミングが、判定動作の後
半で結果出力部３４が動作するタイミングに基づいている場合を例に説明したが、これに
限定されない。例えば、プロセッサ１１は、算出及び判定した各情報を任意のタイミング
で記憶部１３に転送し、記憶部１３に記憶させることが可能である。
【０１２５】
　尚、上記実施形態において、測定装置２０Ｌ及び２０Ｒの固定方法によっては、歩行デ
ータの測定時における測定装置２０Ｌ及び２０Ｒのセンサ方向が異なっていることがある
。例えば、測定装置２０Ｌ及び２０ＲにおけるセンサのＸ方向を揃えた場合に、測定装置
２０Ｌと測定装置２０ＲとでＹ方向及び／又はＺ方向の時系列データが反転している場合
がある。この場合に、判定装置１０のプロセッサ１１は、各種処理を実行する前に、測定
装置２０Ｌにより測定された歩行データと、測定装置２０Ｒにより測定された歩行データ
とで、一方のデータを反転するようなデータの補正処理を行っても良い。
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　尚、上記実施形態において、判定装置１０は、例えば左右の足の間の重心ずれ量、足挙
げの高さ、左右の足の間における足運びの速度差等、その他のパラメータを算出しても良
い。これらのパラメータは、例えば第３実施形態で説明したステップＳ３２と同様の方法
によりプロットされた足運びの軌跡データに基づいて算出される。
【０１２７】
　尚、上記実施形態において、判定装置１０は、適合度スコアを算出する際に使用される
リファレンスデータに対して判定結果に基づいた補正値をフィードバックしても良い。こ
れにより判定装置１０は、適合度スコアを算出する際の精度を向上することが出来る。
【０１２８】
　尚、上記実施形態では、測定装置２０が測定した歩行データを、通信部２５を介して判
定装置１０に送信した場合について説明したが、これに限定されない。例えば、測定装置
２０が可搬記憶媒体を使用可能であり、測定した歩行データを可搬記憶媒体に記憶する。
そして判定装置１０が、測定装置２０から取り外された当該可搬記憶媒体を読み込むこと
によって、被験者ＵＲの歩行データを転送しても良い。このような場合においても判定装
置１０は、上記実施形態で説明した判定動作等を実行することが可能である。
【０１２９】
　尚、上記実施形態において、「履物」とは、靴、サンダル、スリッパ等、あらゆる形状
の履物を指す。上記実施形態で説明した判定システムによる各種判定動作は、被験者ＵＲ
がどのような履物を利用した場合においても使用することが可能である。
【０１３０】
　尚、本発明の実施形態を説明したが、この実施形態は例として提示したものであり、発
明の範囲を限定することは意図していない。この実施形態は、その他の様々な形態で実施
されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更
を行うことができる。この実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに
、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。
【符号の説明】
【０１３１】
　１０…判定装置、１１…プロセッサ、１２…ＲＡＭ、１３…記憶部、１３Ａ…判定プロ
グラム、１３Ｂ…被験者情報、１３Ｃ…履物情報、１３Ｄ…加速度データ、１３Ｅ…角速
度データ、１３Ｆ…判定結果、１４…通信部、１５…操作部、１６…表示部、１７…スピ
ーカ、２０…測定装置、２１…制御部、２２…加速度センサ、２３…角速度センサ、２４
…記憶部、２５…通信部、３０…歩行期間抽出部、３１…歩行データ分析部、３２…適合
度計算部、３３…適合度判定部、３４…結果出力部、３５…歩幅算出部、３６…速度算出
部、３７…姿勢判定部、ＵＲ…被験者、Ｒ…適合度計算領域、ＳＶ…サーバ、ＮＷ…通信
ネットワーク
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